
JP 2016-506354 A 2016.3.3

(57)【要約】
　本発明は、精製過酸化水素水溶液を製造するための、改良された方法に関する。本発明
は、さらに、過酸化水素を生成するプラントにも関し、そのプラントにおいて、本発明に
従って精製過酸化水素水溶液を製造するための、改良されたプロセスが、採用される。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　精製過酸化水素水溶液を製造する方法であって、前記方法が、
ｉ）少なくとも１種の有機溶媒を、窒素でのストリッピングにより前記有機溶媒を処理す
ることによって精製する工程と、
ｉｉ）工程ｉ）で得られた前記有機溶媒を用いて、粗過酸化水素水溶液に洗浄操作を施し
、それによって、精製過酸化水素水溶液が得られる工程と
を含む方法。
【請求項２】
　前記ストリッピングに採用される前記窒素が、５０°Ｃ～１８０°Ｃの温度を有する、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記有機溶媒が、非極性有機溶媒と極性有機溶媒との重量比８以下での混合物である、
請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　工程ｉｉ）での前記洗浄操作が、前記粗過酸化水素水溶液１ｍ３当たり３～１００Ｌの
前記有機溶媒の量で実施される、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記粗過酸化水素水溶液が、自動酸化プロセスに従って得られる、請求項１～４のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記有機溶媒が、前記自動酸化プロセスにおいて使用される作動溶液の一部である、請
求項５に記載の方法。
【請求項７】
　工程ｉｉ）で得られた前記精製過酸化水素水溶液が、前記洗浄操作後に、続いての精製
工程を施される、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記続いての精製工程が、蒸留である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記自動酸化プロセスによって過酸化水素を生成するプラントであって、このプラント
が、
ａ）溶解したアルキルアントラキノン類を含有する有機作動溶液を水素化するユニットと
、
ｂ）前記水素化ユニットで生成したヒドロキノン類を酸化するユニットと、
ｃ）前記有機作動溶液から前記過酸化水素を抽出するユニットであって、それにより粗過
酸化水素水溶液が得られるユニットと、
ｄ）前記抽出ユニットｃ）から得た前記粗過酸化水素水溶液を有機溶媒で洗浄するユニッ
トと、
ｅ）溶媒精製用のユニットであり、前記ユニットが、窒素ストリッピング塔を備えるユニ
ットと
を備えるプラント。
【請求項１０】
　前記溶媒精製用ユニットｅ）が、前記洗浄ユニットｄ）を離れる前記有機溶媒を受け取
る、請求項９に記載のプラント。
【請求項１１】
　前記有機溶媒が、前記溶媒精製用のユニットに導入される前に、前記有機作動溶液から
除去される、請求項９または１０に記載のプラント。
【請求項１２】
　前記溶媒精製用ユニットが、コンデンサーを備える、請求項９～１１のいずれか一項に
記載のプラント。
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【請求項１３】
　前記コンデンサーが、冷却水の循環により冷却される、請求項１２に記載のプラント。
【請求項１４】
　前記溶媒精製用ユニットが、ポンプおよびヒーターを備える、請求項９～１３のいずれ
か一項に記載のプラント。
【請求項１５】
　前記ストリッピング塔が、向流式で作動する、請求項９～１４のいずれか一項に記載の
プラント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１２年１２月２０日に提出された欧州出願第１２１９８５１０．５号に
対する優先権を主張する。尚、上記出願の全内容は、あらゆる目的のために参照として本
明細書に組み込むものとする。
【０００２】
　本発明は、精製過酸化水素水溶液を製造するための改良された方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　アルキルアントラキノン法に従って精製過酸化水素水溶液を得ることは、よく知られた
実践（Ｉｎｔｅｒｏｘ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌの名での欧州特許出願第０，５２９
，７２３号明細書）である。この公知のプロセスにおいて、粗過酸化水素水溶液は、有機
溶媒が仕込まれた精製器に導入される。この公知のプロセスに従って得られた過酸化水素
水溶液は、かなりの量の有機不純物を含有する。これらの有機不純物の性質を検査する際
に、様々な有機不純物が存在することがわかる。これらの有機不純物の化学構造は、例え
ば、ＧＣ／ＭＳ（ガスクロマトグラフィー／質量分析）によって、決定できる。
【０００４】
　粗過酸化水素水溶液中に存在する大部分の有機不純物は、７～１９個の炭素原子および
少なくとも１個の酸素原子を含んでなり、２００℃～４５０℃の沸点を有することが見出
されている。これらの有機不純物により、過酸化水素水溶液は、特に電子用途において利
用価値が少ないものになってしまう。従って、有機不純物の含有量を低減した過酸化水素
水溶液を提供することが、望ましい。また、例えば最小量の出発物質および未使用の試薬
を消費することによる、経済的および技術的に有利な手法で過酸化水素水溶液を得ること
も望ましい。
【０００５】
　米国特許第６，２２４，８４５号明細書に記載されるプロセスは、洗浄に先立って精製
処理を施した有機溶媒を用いて、粗過酸化水素水溶液を洗浄することにより、これらの問
題を少なくとも部分的に克服している。スチームストリッピングによって有機溶媒を精製
することが示唆されている。しかしながら、この精製工程は、粗過酸化水素溶液の精製に
おいて、得られた有機溶媒が、その有機溶媒の使用前に除去しなければならない水を含有
するという欠点を有する。さらに、スチームストリッピング法は、スチーム中に酸素が存
在している可能性があり、その結果、酸素が過酸化水素との接触に加わる際に、危険な問
題を引き起こす場合があるという欠点を有する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、改良されかつ経済的に有利な、有機溶媒の精製プロセスを提供することによ
って、この問題を克服することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　従って、本発明の一実施形態は、有機溶媒を精製するプロセスに関し、そのプロセスは
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、窒素でストリッピングすることにより、有機溶媒を処理する工程を含む。本発明は、さ
らに、精製過酸化水素水溶液を製造するプロセスに関し、そのプロセスは、窒素でストリ
ッピングし、ストリッピング工程によって得られる有機溶媒を用いて、粗過酸化水素水溶
液に洗浄操作を施すことにより、少なくとも１種の有機溶媒を精製する工程を含む。
【０００８】
　スチームストリッピングにより有機溶媒を精製することで生じる上述の問題は、窒素で
有機溶媒をストリッピングすることにより、克服されるが、それにしても、有機溶媒が、
粗過酸化水素水溶液の洗浄用途に適する程まで精製されることが見出されたのは驚くべき
ことである。洗浄操作により、粗過酸化水素水溶液中に通常見つかる有機不純物の殆どが
除去されて、その結果、精製過酸化水素水溶液が得られる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】先行技術（スチームストリッピングを用いる）に基づくプロセスの概略図である
。
【図２】本発明（窒素ストリッピングを用いる）に基づくプロセスの概略図である。
【図３】図１に基づくプロセスのＡＳＰＥＮシミュレーションである。
【図４】図２に基づくプロセスのＡＳＰＥＮシミュレーションである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　用語「洗浄操作」は、過酸化水素水溶液中の不純物の含有量を低減することを目的とす
る、化学工業において公知である、有機溶媒を用いる粗過酸化水素水溶液の任意の処理を
意味するよう意図されている。この洗浄は、例えば、遠心抽出器または例えば向流式で作
動する液体／液体抽出カラム等の装置において有機溶媒を用いて、粗過酸化水素水溶液中
に存在する不純物を抽出することからなり得る。液体／液体抽出カラムが、好ましい。
【００１１】
　語句「粗過酸化水素水溶液」は、過酸化水素の合成工程からまたは過酸化水素の抽出工
程から或いは貯蔵ユニットから直接に得られる溶液を意味するように意図されている。粗
過酸化水素水溶液は、本発明のプロセスに基づく洗浄操作の前に、１回またはそれ以上処
理されて、不純物を分離除去することができる。
【００１２】
　粗過酸化水素水溶液に対して向流で有機溶媒を導くのが好ましい。洗浄操作の効率は、
有機溶媒の流量によって異なる。洗浄操作の効率は、有機溶媒の流量が増大する際に、向
上する。洗浄操作に使用される有機溶媒の量は、有機溶媒の流量と粗過酸化水素水溶液の
流量の比として定義される。
【００１３】
　従って、本発明は、有機溶媒を精製するプロセスに関し、そのプロセスは、窒素でスト
リッピングすることにより有機溶媒を処理する工程を含む。ストリッピングの技法は、例
えば、“Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｆｏ
ｒ　ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ”，ＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌｌ，１９９６，ｐ
ａｒｔ　１，ｐｐ．２４９－２７４において一般に知られている。ストリッピングに採用
される窒素は、５０Ｃ～１８０Ｃ、さらに好ましくは７０Ｃ～１６０Ｃ、そして特に好ま
しくは９０Ｃ～１４０Ｃの温度を有するのが好ましい。
【００１４】
　本発明のプロセスは、大気圧で実施されるのが好ましい。しかしながら、本発明のプロ
セスは、大気圧よりも高いまたは低い圧力（例えば、０．２ｂａｒ　ａｂｓ～２．０ｂａ
ｒ　ａｂｓの圧力）で実施されることも可能である。
【００１５】
　本出願の本文中において、用語「窒素」は、少なくとも９０体積％、好ましくは少なく
とも９５体積％、さらに好ましくは少なくとも９８体積％、尚さらに好ましくは少なくと
も９９体積％、そして特に好ましくは少なくとも９９．５体積％の窒素分子を含有する気
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体を指す。窒素が、酸素を殆ど含有しないのが好ましく、酸素を無含有なのがさらに好ま
しい。
【００１６】
　本発明に基づくプロセスにおいて、極性有機溶媒、非極性有機溶媒およびそれらの混合
物を有機溶媒として使用することができる。しかしながら、極性有機溶媒と非極性有機溶
媒の混合物を使用するのが好ましい。極性有機溶媒は、不純物の良好な抽出を確実にする
。非極性有機溶媒は、水と混和しないので、良好な相分離を確実にする。この混合物中の
非極性有機溶媒と極性有機溶媒の重量比は、好ましくは８以下である。特に好ましい手法
において、この比は、４以下である。
【００１７】
　使用可能な非極性有機溶媒は、例えば、脂肪族および／または芳香族炭化水素、或いは
それらの混合物である。これらの炭化水素は、例えば、トルエン、キシレンまたは１～５
個のアルキル置換基を含んでなる芳香族炭化水素である。一般的に、アルキル置換基は、
１～５個の炭素原子を含有する。ハロゲン化脂肪族炭化水素および／またはハロゲン化芳
香族炭化水素（例、塩化メチレン等）を任意に使用することもできる。
【００１８】
　選択されうる極性有機溶媒は、例えば、アルコールもしくはアルコールの混合物、さら
にアミド、カルボン酸エステルもしくはリン酸エステル、アルキルホスフェートまたはこ
れらの溶媒のうち少なくとも２種の混合物である。直鎖脂肪族アルコールまたは分岐状の
２級脂肪族アルコールは、良好な結果をもたらすので、好ましい。極性有機溶媒が、２，
６－ジメチル－４－ヘプタノールであるのが特に好ましい。
【００１９】
　非極性有機溶媒と極性有機溶媒の混合物の場合において、窒素でのストリッピングによ
る精製は、それが不純物の除去に有利に働く極性をもたらす利点を有する。
【００２０】
　本発明は、精製過酸化水素水溶液を製造するプロセスに関し、そのプロセスは、以下の
工程を含む：
ｉ）上述のように、窒素でのストリッピングにより、有機溶媒を精製する工程；
ｉｉ）工程ｉ）において得られた有機溶媒を用いて、粗過酸化水素水溶液に洗浄操作を施
し、それによって精製過酸化水素水溶液を得る工程。
【００２１】
　本発明の好適な一実施形態に従って、洗浄操作に使用される有機溶媒の量は、一般的に
、粗過酸化水素水溶液１ｍ３当たり少なくとも３Ｌである。その量が、粗過酸化水素水溶
液１ｍ３当たり少なくとも２５Ｌであるのが好ましい。その量は、一般的に、粗過酸化水
素水溶液１ｍ３当たり１００Ｌ以下である。その量が、粗過酸化水素水溶液１ｍ３当たり
７５Ｌ以下である好ましい。洗浄温度は、一般的に少なくとも１０℃である。少なくとも
２０Ｃの温度で作業するのが好ましい。一般的に、その温度は、６０Ｃ以下、好ましくは
４０Ｃ以下である。洗浄操作に必要な時間は、選択される装置のサイズおよび装置に導入
される粗過酸化水素水溶液の流量によって変わる。
【００２２】
　本発明に基づくプロセスにおいて、粗過酸化水素水溶液は、当業者に公知の任意の方法
に従って得られることができる。過酸化水素を製造する方法は、例えば、Ｋｉｒｋ－Ｏｔ
ｈｍｅｒ，“Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
ｙ”２００１年８月，Ｃｈａｐｔｅｒ“Ｈｙｄｒｏｇｅｎ　Ｐｅｒｏｘｉｄｅ”または“
Ｕｌｌｍａｎｎ’ｓ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｃｈｅ
ｍｉｓｔｒｙ”（第５版、１９８９年、Ａ１３巻、４４９－４５４頁）等の標準教科書に
開示されている。
【００２３】
　粗過酸化水素溶液は、自動酸化法、具体的にはアルキルアントラキノン法に従って得ら
れるのが好ましい。語句「アルキルアントラキノン法」は、過酸化水素水溶液を生成する
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プロセスで、そのプロセスが、少なくとも１種のアルキルアントラキノンおよび／または
少なくとも１種のテトラヒドロアルキルアントラキノンの作動溶液に希釈剤中で水素化工
程を施して、１種またはそれ以上のアルキルアントラヒドロキノン類および／またはアル
キルテトラヒドロアントラヒドロキノン類を生成することからなるプロセスであることを
意味するように意図される。使用され得る希釈剤は、上述の有機溶媒として使用できる液
体である。水素化工程から出る作動溶液は、次に、酸素、空気または酸素に富んだ空気に
よって酸化されて、過酸化水素を付与し、またアルキルアントラキノン類および／または
アルキルテトラヒドロアントラキノン類を再形成する。次に、形成される過酸化水素は、
例えば水を用いての抽出工程により、作動溶液から分離され、その過酸化水素は、粗過酸
化水素水溶液の形態で回収される。抽出工程から出る作動溶液は、次に、過酸化水素の生
産サイクルを再開するために、水素化工程に再利用される。
【００２４】
　用語「アルキルアントラキノン類」は、少なくとも１個の炭素原子を含んでなる直鎖ま
たは分岐状の脂肪族型の少なくとも１個のアルキル側鎖で１、２または３位において置換
された９，１０－アントラキノン類を意味するように意図される。通常、これらのアルキ
ル鎖は、９個未満の炭素原子、そして好ましくは６個未満の炭素原子を含んでなる。この
ようなアルキルアントラキノン類の例は、２－エチルアントラキノン、２－イソプロピル
アントラキノン、２－ｓｅｃ－ブチルアントラキノンおよび２－ｔｅｒｔ－ブチルアント
ラキノン、１，３－ジメチルアトラキノン、２，３－ジメチルアトラキノン、１，４－ジ
メチルアトラキノンおよび２，７－ジメチルアトラキノン、２－ｓｅｃ－アミルアントラ
キノンおよび２－ｔｅｒｔ－アミルアントラキノン並びにこれらのキノン類の混合物であ
る。
【００２５】
　用語「アルキルアントラヒドロキノン類」は、上で特定した９，１０－アルキルアント
ラキノン類に対応する９，１０－ヒドロキノン類を意味するように意図される。
【００２６】
　本発明のプロセスの一実施形態に従って、洗浄操作から得られた過酸化水素水溶液は、
少なくとも１回の続いての精製工程を施される。この工程は、具体的には、洗浄操作から
混入した有機溶媒の含有物を除去または低減する役目を果たす。続いての精製工程は、過
酸化水素水溶液の不純物の含有量を低減する、当業者によく知られた任意の方法で構成さ
れ得る。蒸留工程は、続いての精製工程として特に適切である。本発明に基づくプロセス
のこの変形形態は、１５０ｍｇ／Ｌ以下、好ましくは１００ｍｇ／Ｌ以下の、ＩＳＯ標準
８２４５に準拠して規定されるＴＯＣ（全有機炭素濃度）を有する過酸化水素水溶液を付
与する。１２ｍｇ／Ｌ以下のＴＯＣ値でさえも達成可能である。
【００２７】
　本発明に基づくプロセスの特定の一実施形態において、有機溶媒は、アルキルアントラ
キノン法で使用される一部の作動溶液である。本実施形態は、アルキルアントラキノン法
（洗浄操作）に従って得られる粗過酸化水素水溶液を洗浄する操作において、有機溶媒の
供給流量を修正可能にする。過酸化水素水溶液の洗浄操作に供給するのに十分な有機溶媒
の流量を提供することは事実上望ましい。所望の洗浄効率に応じて、また洗浄操作を施す
粗過酸化水素水溶液の量に応じて、有機溶媒の流量を調節できることは、特に望ましい。
【００２８】
　アルキルアントラキノン法において、作動溶液は、有機溶媒の所望の供給流量を達成す
るのに必要な量の有機溶媒を採用できるくらい十分な量で利用できる。
【００２９】
　本発明に基づくプロセスは、洗浄操作に供給する未使用有機溶媒の大量使用を回避する
ので、経済的および技術的利点を有する。未使用の有機溶媒は、精製した有機溶媒よりも
高価である。洗浄操作用に未使用の有機溶媒を採用する過酸化水素の大規模生産は、未使
用の有機溶媒の連続的な供給、および洗浄操作後の有機溶媒の廃棄を必要とするだろう。
従って、このような大規模生産は、むしろコストがかかるだろう。
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【００３０】
　追加の続いての精製工程の前に、本発明は、例えば、有機不純物の含有量が低減された
過酸化水素水溶液、つまり、１５０ｍｇ／Ｌ以下の、ＩＳＯ標準８２４５に準拠して規定
されたＴＯＣを有する過酸化水素水溶液を提供する。ＴＯＣが１００ｍｇ／Ｌ以下である
のが好ましい。
【００３１】
　本発明のプロセスによって提供される特定の過酸化水素水溶液は、有機不純物（７～１
９個の炭素原子および少なくとも１個の酸素原子を含んでなり、かつ２００℃．～４５０
℃の沸点を有する）を１００ｍｇ／Ｌ未満含有する。その溶液が、有機不純物７～１９個
の炭素原子および少なくとも１個の酸素原子を含んでなり、かつ２００℃～～４５０℃の
沸点を有する）を７５ｍｇ／Ｌ未満含有するのが好ましい。
【００３２】
　過酸化水素水溶液の有機不純物含有量は、ｍｇ／Ｌで表され、一方でＩＳＯ標準８２４
５に準拠して規定されるＴＯＣの測定から、他方で種々の有機の不純物のＴＯＣへの寄与
率のＧＣ／ＭＳ分析から得られる。
【００３３】
　本発明のプロセスにより提供される過酸化水素水溶液は、一般的に、少なくとも１０重
量％、通常少なくとも３０重量％の過酸化水素濃度を有する。同様に、これらの溶液は、
一般的に、８０重量％未満、通常７５重量％未満の過酸化水素を含有する。
【００３４】
　本発明のさらに別の一態様は、自動酸化プロセスによって過酸化水素を生成するプラン
トに関し、このプラントは、以下を備える：
ａ）溶解したアルキルアントラキノン類を含有する有機作動溶液を水素化するユニット；
ｂ）水素化ユニットで生成したヒドロキノン類を酸化するユニット
ｃ）有機作動溶液から過酸化水素を抽出して、それにより粗過酸化水素水溶液を得るユニ
ット；
ｄ）抽出ユニットｃ）から得た粗過酸化水素水溶液を有機溶媒で洗浄するユニット；およ
び
ｅ）溶媒精製ユニットであって、窒素でストリッピングすることにより有機溶媒を処理す
る工程を含むプロセスにより、有機溶媒を精製するユニット；故に、前記ユニットは、窒
素ストリッピング塔、つまり窒素供給手段を装備するストリッピング塔を備える。これら
の手段は、例えばポンプおよび／またはヒーターを含んでもよい。
【００３５】
　上述の本発明のプロセスを実施するのに有用なプラントは、例えば、米国特許第６，２
２４，８４５号明細書（その内容は参照として本明細書に組み込むものとする）に詳細に
記載されている（但し、窒素供給手段を除く）。このプラントは、その後に粗過酸化水素
溶液を精製するのに使用される溶媒を精製するユニットを備える。
【００３６】
　参照によって本明細書に組み込まれているいずれかの特許、特許出願、および刊行物の
開示が、用語が不明確になるほどに本出願の記載と相反するならば、本明細書の記載が優
先される。
【００３７】
　本発明は、添付の図１～４によって非限定な方法で例証される。図１および２は、先行
技術（スチームストリッピングを用いる）に基づくプロセスの概略図と、本発明（窒素ス
トリッピングを用いる）に基づくプロセスの概略図とであり、図３および図４は、それぞ
れ図１と図２に基づくプロセスのＡＳＰＥＮシミュレーションである。
【００３８】
　比較する目的のため、先行技術で公知の溶媒精製ユニットを図１に示す。この溶媒精製
ユニットは、窒素ストリッピングよりもむしろスチームストリッピングを採用し、それに
より、ストリッピング塔１でストリッピングプロセスが行われる。この精製ユニットにお
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いて、粗有機溶媒３は、ストリッピング塔１の上部に入り、流れ４としてカラムの下部か
ら出る。スチーム２は、ストリッピング塔１の下部に入り、溶媒含有のスチーム５は、ス
トリッピング塔の上部から出る。冷却する目的で循環冷却水７、８を使用することにより
、溶媒含有のスチーム５をコンデンサー６中で所望の温度まで冷却する。コンデンサー６
において、溶媒含有のスチーム５の凝縮が起こり、それによって生成した凝縮物をデカン
テーションユニット９に移送し、溶媒１０および水系廃液１１を互いから分離する。水系
廃液１１は、スチーム２の生産に使用することができ、溶媒１０は、粗過酸化水素水溶液
の洗浄に使用できる。しかしながら、水系廃液１１からのスチーム２の生産は、エネルギ
ーを消費する。別の方法として、水系廃液１１を廃棄物として処理する。
【００３９】
　本発明に基づく溶媒精製ユニットを図２に示す。窒素流１４をポンプ１２によって循環
し、ヒーター１３によって所望の温度にする。ストリッピング塔１５で粗有機溶媒１６を
精製するためのプロセスを実施する。ストリッピング塔１５を向流式に動かす。従って、
粗有機溶媒１６は、ストリッピング塔１５の頂部に入り、ストリッピング塔１５の下部か
ら流れ２２として出る。よって、窒素流１４は、ストリッピング塔１５の下部に入り、溶
媒含有窒素１７は、ストリッピング塔１５の上部から出る。
【００４０】
　コンデンサー１８によって、溶媒含有の窒素流１７を２℃～５０℃、好ましくは５℃～
１５℃の温度まで冷却する。冷却水流１９および２０を循環して、コンデンサー１８を所
望の温度まで冷却するのが好ましい。このように、溶媒含有の窒素流１７からの溶媒の実
質的な凝縮が起こり、精製した溶媒２１を回収して、例えば、粗過酸化水素水溶液の精製
用に使用できる。
【００４１】
　このように、溶媒精製ユニットは、そのユニットで、窒素でのストリッピングによる有
機溶媒の処理工程を含むプロセスが起こり、スチームストリッピングによる有機溶媒の処
理工程を含むプロセスを超える多くの利点を提供する。溶媒の調製は、水から溶媒を分離
するためのデカンテーションを必要としないので、より簡単である。さらに、溶媒の調製
は、水系廃液を全く生じない。本発明のプロセスのさらなる利点は、先行技術のプロセス
で必要とされるスチーム生成と比較すると、必要とされる温度まで窒素を加熱するのに必
要なエネルギーが小さいことである。
【００４２】
　図１に示すユニットで溶媒精製プロセスを実施する際に、酸素がスチーム中に存在し、
過酸化水素との続いての接触の間に火災または有機溶媒蒸気の爆発が起こり得るので、安
全性の問題が存在する。それとは反対に、本発明のプロセスは、窒素を採用するので、安
全な方法で実施できる。
【００４３】
　上で説明したように、添付の図３および図４は、それぞれ図１および図２に基づくプロ
セスのＡＳＰＥＮシミュレーションである。
【００４４】
　図３は、さらに明確に示す：
　最初に直交流形熱交換器（Ｅ１６４１ＡおよびＢ）により、そして次に特定のヒーター
（Ｅ１６４２）により、流量３５８５０ｋｇ／ｈの作動溶液（ＷＳ２）を加熱して、１４
０℃で往流ＷＳ４（図１の流れ３と対応する）が生じ、カラムＴ１６４０（図１のストリ
ッピング塔１）に入る。
　カラムＴ１６４０において、ヒーターＥ１６４６を介しての加熱により生じたスチーム
（図１の流れ２と対応するＳＴＭ１）、淡水と水系廃液ＡＱＵ１との混合物でこの流れＷ
Ｓ４をストリップする。
　高温（１２６℃）の洗浄した溶媒流（図１の流れ４と対応するＷＳ５）は、カラムＴ１
６４０の底部から出て、その後に上述の直交流形熱交換器Ｅ１６４１で使用される
　カラムＴ１６４０の頂部で、冷却器Ｅ１６４３（図１において６）中で溶媒含有の蒸気
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炎および爆発の危険を抑えるために、窒素を添加する；全てがデカンターＢ５（図１の９
）で終わり、ポンプＢ３によって真空下に置かれ、放出されて、そこから、水系廃液ＡＱ
Ｕ１（図１で流れ１１と対応する）は、溶媒相（図１で１０，ＳＶ１）から分離された後
に、底部から出る。
【００４５】
　図４は、さらに明確に示す：
　最初に直交流形熱交換器（Ｅ１６４１ＡおよびＢ）で、そして次に特定のヒーター（Ｅ
１６４２）で流量３５８５０ｋｇ／ｈの作動溶液（ＷＳ２）を加熱して、１４０℃で往流
ＷＳ４（図２の流れ１６と対応する）が生じ、カラムＴ１６４０（図２のカラム１５と対
応する）に入る
　カラムＴ１６４０において、ヒーターＥ１６４６（図２で１３）を介しての加熱により
生じた高温窒素（図２の流れ１４と対応するＧＡＳ２）、未使用の窒素と再利用の窒素（
ＧＡＳ５）の混合物で、この流れＷＳ４をストリップする
　高温（１２４℃）の洗浄した溶媒流は（図２の流れ２２と対応するＷＳ５）は、カラム
Ｔ１６４０の底部から出て、その後上述の直交流形熱交換器Ｅ１６４１で使用される
　カラムＴ１６４０の頂部で、冷却器Ｅ１６４３（図２において１８）中で溶媒含有の窒
素流（図２の流れ１７と対応するＭＩＸ１）を凝縮し、分離タンクＶ１６５０に送り、そ
こで、溶媒は、流れＳＶ１（図２の２１）として底部に落ちて、頂部に存在するガス流Ｇ
ＡＳ３を圧縮機Ｂ１６４４で圧縮して、再利用の窒素流ＧＡＳ５を生じ、未凝縮のガス（
酸素と窒素を含んでなる）を（ＯＦＦ流として）放出する。
【００４６】
　下の表１は、シミュレーションの結果を要約し、高温窒素ストリッピング（本発明）に
必要な加熱熱量および冷却熱量が、スチームストリッピング（先行技術）に必要な加熱熱
量および冷却熱量よりも小さいことをさらに明確に示す。
【００４７】
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